
 

 

公    示 

下記のとおり、「令和８年度屋久島世界自然遺産地域等における森林生態系に関す

るモニタリング調査等委託事業」の受託者を募集します。 

なお、本事業に係る契約締結は、当該事業に係る令和８年度予算が成立し、予算示

達がなされることを条件とします。 
 

記 
 
第１ 事業名 

令和８年度屋久島世界自然遺産地域等における森林生態系に関するモニタリング調

査等委託事業 
 

第２ 事業実施の目的及び概要 
１ 事業実施の目的 

世界自然遺産に登録された屋久島の顕著な普遍的価値を将来にわたって維持して

いくため、世界自然遺産地域の森林生態系を適切に把握し、科学的なデータに基づ

いた順応的管理を行っていく必要がある。 
    このため、平成 11 年度から行っている垂直分布植生調査を引き続き実施するほ

か、湿原における植生モニタリング調査、湿原における水の流入流出量等のモニタ

リング調査、保全対策実施計画書の作成、著名木の樹勢診断及び森林生態系におけ

る気候変動の影響のモニタリング調査を行い、学識経験者等の意見を聴きながら効

果的な遺産地域の保護・保全に資することを目的に評価を行う。 
２ 事業概要 

別紙、「令和８年度屋久島世界遺産地域等における森林生態系に関するモニタリ

ング調査等委託事業」仕様書による。 
 
第３ 参加資格 

本事業に応募できる者は、次の全てに該当する者とします。 

１ 予算決算及び会計令（昭和 22 年勅令第 165 号、以下、「予決令」という。）第

70 条の規定に該当しない者であること。なお、応募する者が未成年者、被保佐人

又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者である場合は、

同条の特別の理由がある場合に該当すること。 

２  予算決算及び会計令第 71 条の規定に該当しない者であること。 
３ 令和 07・08・09 年度一般競争参加有資格名簿（全省庁統一資格）の「役務の提

供等」において、営業品目が「調査・研究」に登録されている者であること。 
４ 契約担当官等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等

措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 

５ 本事業と同等以上の事業実績等を有し、その実績を証明できる者であること。 

６ 本事業の遂行に必要な組織及び人員を有し、次に掲げる資格のいずれかを有する

者を配置できること。 

① 森林科学又は生物学等の科目を修めた博士又は修士 

② 技術士（森林部門又は環境部門、かつ同部門のＣＰＤプログラム（過去３年

以内）の受講者） 

③ 技術士（森林部門又は環境部門）又は生物分類技能検定１級（関連部門） 



④ 林業技士（森林環境部門又は技術士補（森林部門又は環境部門）又は生物分

類技能検定２級（関連部門） 

 

第４ 契約候補者の選定方法 

「令和８年度屋久島世界自然遺産地域等における森林生態系に関するモニタリング

調査等委託事業に係る企画競争応募要領」に基づき提出された企画提案書や書類（見

積書（経費内訳書含む）、提出者の概要等）について審査を行い、契約候補者を１者

選定します。 

 

第５ 契約条項を示す場所、企画競争資料を交付する場所及び日時 

１ 場所：〒860-0081 熊本県熊本市西区京町本丁 2 番 7 号 
        九州森林管理局 計画課（５階） 

２ 日時：令和８年３月９日～令和８年４月 10 日 
9 時～12 時及び 13 時～17 時（ただし、行政機関の休日を除く。） 

 
第６ 書類の提出期限及び提出先（問合せ先） 

１ 提出期限：令和８年４月 10 日（金）16 時まで 
２  提 出 先：熊本県熊本市西区京町本丁 2 番 7 号 

              九州森林管理局 計画課（５階） 
              
第７ 企画提案会の場所及び日時 

有効な企画提案書等を提出した者に対して、以下の場所及び日時に企画提案会を実

施する。 

  １ 日時：令和８年４月 13 日（月） 
開始時間等については令和８年４月 10 日（金）17 時までに連絡する。 

２ 場所：熊本県熊本市西区京町本丁 2 番 7 号 
         九州森林管理局 ４階 第２会議室 
 
第８ 企画提案書等の無効 

   本公示に示した参加資格を満たさない者の企画提案書等は、無効とします。 

 

第９ その他 

   本公示に記載なき事項は企画競争応募要領等によります。 

 
以上、公示します。 

令和８年３月９日 

支出負担行為担当官 

九州森林管理局長 眞城 英一                    

お知らせ 

 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程（平

成１９年農林水産省訓令第２２号）が制定されました。この規程に基づき、第三者からの不当

な働きかけを受けた場合には、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施

しています。 

 詳しくは、九州森林管理局のホームページ

（http://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/apply/publicsale/koubo/index.html）をご覧くださ

い。 

 


